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書類チェック
料金確認

申請書の完成

①劣化対策
②耐震性
③維持管理・更新の容易性
④可変性
⑤バリアフリー性

①住戸面積

②居住環境

③自然災害配慮

④維持保全計画

認定基準の「居住環境」に
ついては、大田区の関係部
署との協議等が必要な場合
があります。

認定されたあとは、建物の
維持保全に努めてください。
重要な変更（所有者の変更
や、重要な計画変更など）が
発生した際は、そのつど、届
出が必要です。


